
要援護者台帳作成補助金（民生委員） 190,000円
通信運搬費 1,596円

備　 考

項 1 社会福祉費 目 1 社会福祉総務費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 3 民生費

  うち繰越分↓
198,400

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 193,024

  うち繰越分↓
191,596

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

198,400
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 193,024
  うち繰越分↓

191,596

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

・毎月末に75歳に達する高齢者世帯へ支援者名簿登録申請書を送付する。
・毎年7月から12月にかけて、民生委員が登録者と未登録者の自宅を訪問し、登録情報の確認と未登録
者の名簿登録意向確認を行い、調査結果を福祉課に報告してもらう。
・民生委員からの報告内容を名簿に反映するとともに、未登録者で名簿への登録希望者宅を訪問して、聞
き取りを行い、名簿に登録する。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　台風等の自然災害や平常時の安否確認に役立つと共に、名簿登録者の安心感につながっている。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

身障手帳1級又は2級の者、療育手帳A1又はA2の者
介護認定が要介護度3以上の者
独居又は高齢者世帯の75歳以上の者
以上に準ずる難病患者その他支援が必要と思われる者

対 象 者 同左

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　東みよし町地域防災計画に基づき、障がい者、一人暮らし高齢者等が、災害時等における避難支援を
地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことがで
きる地域づくり推進を図ること。

事業継続年数 事業開始年度 平成23年度

分野別施策 ３　消防・消防体制の充実 所 属 長 森本 志子

主な施策 ４　総合的な防災体制の確立 電話番号 82-6306

第２次
総合計画体系

政策目標 ４　安全・安心なまち 担当部署 福祉課

根拠法令等 災害対策基本法　東みよし町避難行動要支援者制度実施要領

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 避難行動要支援者名簿事業 整理番号 1306-007

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


